
（表）

様式第１６号（第１２条関係）  

 

保有個人情報訂正請求書  

年　　月　　日　  

（宛先）  

羽生市長 

 

（ふりがな）  

氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

住所又は居所  

〒  

　　　　　　　　　　　　　電話番号　　（　　　）　　  

 

法第９１条第１項の規定により、下記のとおり保有個人情報の訂正を請求し

ます。  

 

記  

 

 １　訂正請求者　　　　□本人　　□法定代理人　　□任意代理人

 ２　請求者本人確認書類  

□運転免許証  

□個人番号カード  

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国

人登録証明書  

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  

※請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。

 ３　本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載し

てください。）  

ア　本人の状況　　□未成年者（　　　　年　　月　　日生）  

　　□成年被後見人  

□任意代理人委任者  

イ　本人の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

（ ふ り が な ）

ウ　本人の住所又は居所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　（　　　）　　　　　

 訂正請求に係る保有個人

情報の開示を受けた日
　　　　年　　月　　日

 

開示決定に基づき開示を

受けた保有個人情報

開示決定通知書の日付　　　年　　月　　日  

文書番号  

開 示 決 定 に 基 づ き 開 示 を 受 け た 保 有 個 人 情 報 の

名称等  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

訂正請求の趣旨及び理由

（趣旨）  

 

（理由）  



（裏）

（ 説 明 事 項 ）  
１ 　 「 氏 名 」、「 住 所 又 は 居 所 」  

本 人 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 を 記 載 し て く だ さ い 。 こ こ に 記 載 さ れ た 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所

に よ り 訂 正 決 定 通 知 等 を 行 う こ と に な り ま す の で 、 正 確 に 記 入 し て く だ さ い 。  
ま た 、 連 絡 を 行 う 際 に 必 要 に な り ま す の で 、 電 話 番 号 も 記 載 し て く だ さ い 。  
な お 、法 定 代 理 人 又 は 任 意 代 理 人（ 以 下「 代 理 人 」と い う 。）に よ る 訂 正 請 求 の 場 合 に は 、代

理 人 の 氏 名 、 住 所 又 は 居 所 及 び 電 話 番 号 を 記 載 し て く だ さ い 。  
２ 　 「 訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 日 」  

３ ① 及 び ② に 掲 げ る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 の 実 施 を 受 け た 日 を 記 載 し て く だ さ い 。  
３ 　 「 開 示 決 定 に 基 づ き 開 示 を 受 け た 保 有 個 人 情 報 」  

「 開 示 決 定 に 基 づ き 開 示 を 受 け た 保 有 個 人 情 報 」 の 名 称 を 記 載 し て く だ さ い 。 な お 、 法 に よ  
り 保 有 個 人 情 報 の 訂 正 請 求 が で き る の は 次 に 掲 げ る も の で す 。  
① 　 開 示 決 定 に 基 づ き 開 示 を 受 け た 保 有 個 人 情 報 （ 法 第 ９ ０ 条 第 １ 項 第 １ 号 ）  
② 　 開 示 決 定 に 係 る 保 有 個 人 情 報 で あ っ て 、 法 第 ８ ８ 条 第 １ 項 の 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 開 示 を  

受 け た も の （ 法 第 ９ ０ 条 第 １ 項 第 ２ 号 ）  
４ 　 「 訂 正 請 求 の 趣 旨 及 び 理 由 」  

（ １ ） 　 訂 正 請 求 の 趣 旨  
ど の よ う な 訂 正 を 求 め る か に つ い て 簡 潔 に 記 載 し て く だ さ い 。  

（ ２ ） 　 訂 正 請 求 の 理 由  
訂 正 請 求 の 趣 旨 を 裏 付 け る 根 拠 を 明 確 か つ 簡 潔 に 記 載 し て く だ さ い 。 な お 、 本 欄 に 記 載 し

き れ な い 場 合 に は 、 本 欄 を 参 考 に 別 葉 に 記 載 し 、 本 請 求 書 に 添 付 し て 提 出 し て く だ さ い 。  
５ 　 訂 正 請 求 の 期 限 に つ い て  

訂 正 請 求 は 、 法 第 ９ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 日 か ら ９ ０ 日 以

内 に し な け れ ば な ら な い こ と と な っ て い ま す 。  
６ 　 本 人 確 認 書 類 等  

（ １ ） 　 来 所 に よ る 訂 正 請 求 の 場 合  
来 所 し て 訂 正 請 求 を す る 場 合 、 本 人 確 認 の た め 、 令 第 ２ ９ 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

令 第 ２ ２ 条（ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 を 除 く 。）に 規 定 す る 運 転 免 許 証 、個 人 番 号 カ ー ド（ 個 人 番 号
通 知 カ ー ド は 不 可 ）、在 留 カ ー ド 、特 別 永 住 者 証 明 書 又 は 特 別 永 住 者 証 明 書 と み な さ れ る 外 国

人 登 録 証 明 書 等 の 住 所 ・ 氏 名 が 記 載 さ れ て い る 書 類 を 提 示 し 、 又 は 提 出 し て く だ さ い 。 ど の
よ う な 書 類 が 本 人 確 認 書 類 に 当 た る の か 分 か ら な い 場 合 や 、本 人 確 認 書 類 の 提 示 又 は 提 出 が
で き な い 場 合 は 、 訂 正 請 求 窓 口 に 事 前 に 相 談 し て く だ さ い 。  

（ ２ ） 　 送 付 に よ る 訂 正 請 求 の 場 合  
　 　 　 保 有 個 人 情 報 訂 正 請 求 書 を 送 付 し て 保 有 個 人 情 報 の 訂 正 請 求 を す る 場 合 に は 、（ １ ） の 本 人

確 認 書 類 を 複 写 機 に よ り 複 写 し た も の に 併 せ て 、住 民 票 の 写 し（ た だ し 、訂 正 請 求 の 前 ３ ０ 日

以 内 に 作 成 さ れ た も の に 限 り ま す 。） を 提 出 し て く だ さ い 。 住 民 票 の 写 し は 、 市 町 村 が 発 行 す
る 公 文 書 で あ り 、そ の 複 写 物 に よ る 提 出 は 認 め ら れ ま せ ん 。住 民 票 の 写 し が 提 出 で き な い 場 合
は 、 訂 正 請 求 窓 口 に 事 前 に 相 談 し て く だ さ い 。  

な お 、 個 人 番 号 カ ー ド を 複 写 機 に よ り 複 写 し た も の を 提 出 す る 場 合 は 、 表 面 の み 複 写 し 、
住 民 票 の 写 し に つ い て は 、個 人 番 号 の 記 載 が あ る 場 合 、当 該 個 人 番 号 を 黒 塗 り し て く だ さ い 。 

ま た 、 資 格 確 認 証 等 を 複 写 機 に よ り 複 写 し た も の を 提 出 す る 場 合 は 、 保 険 者 番 号 及 び 被 保

険 者 等 記 号 ・ 番 号 を 黒 塗 り に し て く だ さ い 。  
（ ３ ） 　 代 理 人 に よ る 訂 正 請 求 の 場 合  

「 本 人 の 状 況 等 」 欄 は 、 代 理 人 に よ る 訂 正 請 求 の 場 合 に の み 記 載 し て く だ さ い 。 必 要 な 記

載 事 項 は 、 保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 状 況 、 氏 名 、 住 所 又 は 居 所 及 び 連 絡 先 で す 。  
代 理 人 の う ち 、 法 定 代 理 人 が 訂 正 請 求 を す る 場 合 に は 、 戸 籍 謄 本 、 戸 籍 抄 本 、 成 年 後 見 登

記 の 登 記 事 項 証 明 書 そ の 他 法 定 代 理 人 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 （ た だ し 、 訂 正 請 求 の 前 ３ ０

日 以 内 に 作 成 さ れ た も の に 限 り ま す 。）を 提 示 し 、又 は 提 出 し て く だ さ い 。な お 、戸 籍 謄 本 そ
の 他 法 定 代 理 人 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 は 、 市 町 村 等 が 発 行 す る 公 文 書 で あ り 、 そ の 複 写
物 に よ る 提 示 又 は 提 出 は 認 め ら れ ま せ ん 。  

代 理 人 の う ち 、 任 意 代 理 人 が 訂 正 請 求 を す る 場 合 に は 、 委 任 状 そ の 他 そ の 資 格 を 証 明 す る
書 類（ た だ し 、訂 正 請 求 の 前 ３ ０ 日 以 内 に 作 成 さ れ た も の に 限 り ま す 。）を 提 示 し 、又 は 提 出
し て く だ さ い 。 た だ し 、 委 任 状 に つ い て は 、 ① 委 任 者 の 実 印 に よ り 押 印 し た 上 で 印 鑑 登 録 証

明 書（ た だ し 、訂 正 請 求 の 前 ３ ０ 日 以 内 に 作 成 さ れ た も の に 限 り ま す 。）を 添 付 す る か 又 は ②
委 任 者 の 運 転 免 許 証 、 個 人 番 号 カ ー ド （ た だ し 個 人 番 号 通 知 カ ー ド は 不 可 ） 等 本 人 に 対 し 一
に 限 り 発 行 さ れ る 書 類 の 写 し を 併 せ て 提 示 し 、 又 は 提 出 し て く だ さ い 。 な お 、 委 任 状 は 、 そ

の 複 写 物 に よ る 提 示 又 は 提 出 は 認 め ら れ ま せ ん 。

 ４　法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出 

してください。  

請求資格確認書類　　□戸籍謄本  　□登記事項証明書  

□その他（　　　　　）

 ５　任意代理人が請求する場合、次の書類を提出してください。  

請求資格確認書類　　□委任状  　　□その他（　　　　　）


